
許可申請
野⽣⿃獣の捕獲は法律で全て禁⽌されています

捕獲を伴う学術調査を開始するためには

を申請し、許可を受ける必要があります

・いつ（期間）
・どこで（区域）
・どの種を（種類）
・何⽻（数量）
・どうやって（⽅法）
・どのような⽬的で捕獲し（研究の事項及び⽅法）
・捕獲した個体にどんな処理をするか（処置）



まず最初に・・・

捕獲する種を基準にして

国内希少野⽣動植物種を除く全ての種を対象とした
①⿃獣保護管理法
国内希少野⽣動植物種を対象とした
②種の保存法

の「いずれか1つ」に基づく許可が必要です



＜捕獲場所の制限＞
• ⼟地所有者（垣・さくに囲まれた⼟地・農地）の承諾
• 猟区設定者の承認
• 「⿃獣保護区・休猟区・公道・国⽴/国定公園特別保護地区・都市計画
法に定める公共空地/園地・原⽣⾃然環境保全地域・寺社・墓地」での
捕獲は禁⽌（希望する場合は禁⽌解除のための⼿続きが別途必要）

※許可申請に際しては、慣例として⼤学学⻑・教授など
有識者の添書が必要

①⿃獣保護管理法（環境省）

学術研究等の⽬的で⿃・卵を捕獲・採取する場合
は、環境⼤⾂または都道府県知事の許可が必要

環境⼤⾂
かすみ網を使⽤する

国指定⿃獣保護区内で実施
希少⿃獣を対象

都道府県知事
左のいずれにも該当

しない場合

（⿃獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正
化に関する法律）



（絶滅のおそれのある野⽣動植
物の種の保存に関する法律）

学術研究等の⽬的で国内希少野⽣動植物
種・緊急指定種およびその卵を捕獲・採
取する場合は、環境⼤⾂の許可が必要

②種の保存法（環境省）

かすみ網
国指定
⿃獣
保護区内

希少⿃獣
国内希少野⽣動植物種

環境⼤⾂

都道府県知事

各地⽅環境事務所へ問い合わせ

都道府県担当部局へ問い合わせ

※許可申請に際しては、慣例として⼤学学⻑・教授など
有識者の添書が必要



希少⿃獣・国内希少野⽣動植物種⼀覧

希少⿃獣のみ指定→ ①⿃獣保護管理法
希少・国内希少野⽣動植物種の両⽅指定→②種の保存法

ﾗｲﾁｮｳ ｱｶｱｼｶﾂｵﾄﾞﾘ ｺｼｬｸｼｷﾞ ｶﾝﾑﾘﾜｼ ｻﾝｼｮｳｸｲ
ｳｽﾞﾗ ﾋﾒｳ ﾎｳﾛｸｼｷﾞ ﾁｭｳﾋ ﾁｺﾞﾓｽﾞ
ﾋｼｸｲ ﾁｼﾏｳｶﾞﾗｽ ﾂﾙｼｷﾞ ﾘｭｳｷｭｳﾂﾐ ｱｶﾓｽﾞ
ｶﾘｶﾞﾈ ｻﾝｶﾉｺﾞｲ ｱｶｱｼｼｷﾞ ﾅﾐｴﾔﾏｶﾞﾗ
ﾊｸｶﾞﾝ ｵｵﾖｼｺﾞｲ ｶﾗﾌﾄｱｵｱｼｼｷﾞ ｻｼﾊﾞ ｵｰｽﾄﾝﾔﾏｶﾞﾗ
ｼｼﾞｭｳｶﾗｶﾞﾝ ﾐｿﾞｺﾞｲ ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ ｵｶﾞｻﾜﾗﾉｽﾘ ｲｲｼﾞﾏﾑｼｸｲ
ｺｸｶﾞﾝ ｽﾞｸﾞﾛﾐｿﾞｺﾞｲ ﾍﾗｼｷﾞ ｲﾇﾜｼ ﾊﾊｼﾞﾏﾒｸﾞﾛ
ﾂｸｼｶﾞﾓ ﾄｷ ﾀﾏｼｷﾞ ｸﾏﾀｶ ｳﾁﾔﾏｾﾝﾆｭｳ
ﾄﾓｴｶﾞﾓ ｸﾛﾂﾗﾍﾗｻｷﾞ ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ ﾘｭｳｷｭｳｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ ｵｵｾｯｶ
ｱｶｵﾈｯﾀｲﾁｮｳ ﾏﾅﾂﾞﾙ ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒ ﾀﾞｲﾄｳｺﾉﾊｽﾞｸ ﾓｽｹﾐｿｻｻﾞｲ
ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾊﾞﾄ ﾀﾝﾁｮｳ ｵｵｱｼﾞｻｼ ﾜｼﾐﾐｽﾞｸ ｵｵﾄﾗﾂｸﾞﾐ
ﾖﾅｸﾞﾆｶﾗｽﾊﾞﾄ ﾅﾍﾞﾂﾞﾙ ｺｱｼﾞｻｼ ｼﾏﾌｸﾛｳ ｱｶｺｯｺ
ｼﾗｺﾊﾞﾄ ｼﾏｸｲﾅ ﾍﾞﾆｱｼﾞｻｼ ｷﾝﾒﾌｸﾛｳ ﾀﾈｺﾏﾄﾞﾘ
ｷﾝﾊﾞﾄ ｵｵｸｲﾅ ｴﾘｸﾞﾛｱｼﾞｻｼ ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｱｶﾋｹﾞ
ｺｱﾎｳﾄﾞﾘ ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅ ｳﾐｶﾞﾗｽ ｵｰｽﾄﾝｵｵｱｶｹﾞﾗ ﾎﾝﾄｳｱｶﾋｹﾞ
ｱﾎｳﾄﾞﾘ ﾊｼﾎﾞｿｼﾛﾁﾄﾞﾘ ｹｲﾏﾌﾘ ﾐﾕﾋﾞｹﾞﾗ
ｾｸﾞﾛﾐｽﾞﾅｷﾞﾄﾞﾘ ｼﾛﾁﾄﾞﾘ ｳﾐｽｽﾞﾒ ｸﾏｹﾞﾗ ｵｶﾞｻﾜﾗｶﾜﾗﾋﾜ
ｵｶﾞｻﾜﾗﾋﾒﾐｽﾞﾅｷﾞﾄﾞﾘｾｲﾀｶｼｷﾞ ｶﾝﾑﾘｳﾐｽｽﾞﾒ ﾉｸﾞﾁｹﾞﾗ ｼﾏｱｵｼﾞ
ｸﾛｺｼｼﾞﾛｳﾐﾂﾊﾞﾒ ｱﾏﾐﾔﾏｼｷﾞ ｴﾄﾋﾟﾘｶ ﾊﾔﾌﾞｻ ｺｼﾞｭﾘﾝ
ﾋﾒｸﾛｳﾐﾂﾊﾞﾒ ｺｼｼﾞﾛｵｵｿﾘﾊｼｼｷﾞ ｵｼﾞﾛﾜｼ
ｺｳﾉﾄﾘ ｵｵｿﾘﾊｼｼｷﾞ ｵｵﾜｼ ﾔｲﾛﾁｮｳ

令和3年1⽉4⽇現在



⿃獣保護管理法の捕獲禁⽌場所の調べ⽅

都道府県が発⾏する
⿃獣保護区等位置図
（ハンターマップ）
を利⽤しましょう

• 狩猟者を対象として、毎年秋に更新される地図
• ⿃獣保護区・休猟区などを記載
• 現物は都道府県に問い合わせて購⼊する必要があるが
近年はホームページで画像データを公開していることが多い

• 境界線が不明瞭な場合は都道府県に要問合せ

例えば、⼭階⿃類研究所がある場所★では銃器を使⽤し
た狩猟が禁⽌されています（⻘）が、⿃獣保護区（⾚）
ではないので、捕獲禁⽌場所に該当しません



環境アセスメントデータベースの
「地理情報システム（GIS）」も便利です

• 国⽴公園・国定公園の特別保護地区などを掲載
• 最新の情報でない場合があるので、原典データの更新年⽉
⽇を要確認

https://eadas.env.go.jp/eiad
b/ebidbs/
https://eadas.env.go.jp/eiad
b/webgis/index.html

⿃獣保護管理法の捕獲禁⽌場所の調べ⽅



⿃獣保護管理法の捕獲禁⽌場所に関連する法令
⾃然公園法（環境省）
特別保護地区での捕獲は許可が必要

⾃然環境保全法（環境省）
学術研究等の⽬的で原⽣⾃然環境保全地域（遠⾳別岳・
⼗勝川源流部・南硫⻩島・⼤井川源流部・屋久島）で捕
獲・採取を⾏う場合は、環境⼤⾂の許可が必要

都市計画法・都市公園法（国⼟交通省）
公園・緑地での捕獲は管理者の許可が必要

（ただし⿃獣保護管理法or種の保存法で捕獲許可を取る際に禁
⽌解除を受けていればOK）

（各地域の⼀部が保全地域に該当。許可が下りることはほぼない）



担当区域 事務所名
北海道（下記を除く） 北海道地⽅環境事務所
釧路市、北⾒市、網⾛市、紋別市、根室
市、網⾛郡、斜⾥郡、常呂郡、紋別郡、
釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、⽩糠
郡、標津郡、野付郡、⽬梨郡

釧路⾃然環境事務所
（北海道地⽅環境事務所経由）

⻘森、岩⼿、宮城、秋⽥、⼭形、福島 東北地⽅環境事務所
茨城、栃⽊、群⾺、埼⽟、千葉、東京、
神奈川、新潟、⼭梨、静岡 関東地⽅環境事務所
⽯川、福井、岐⾩、愛知、三重 中部地⽅環境事務所
富⼭、⻑野 信越⾃然環境事務所

（中部地⽅環境事務所経由）
滋賀、京都、⼤阪、兵庫、奈良、和歌⼭ 近畿地⽅環境事務所
⿃取、島根、岡⼭、広島、⼭⼝
徳島、⾹川、愛媛、⾼知 中国四国地⽅環境事務所
福岡、佐賀、⻑崎、熊本、⼤分、宮崎
⿅児島（下記を除く） 九州地⽅環境事務所
⿅児島のうち奄美市及び⼤島郡
沖縄

沖縄奄美⾃然環境事務所
（九州地⽅環境事務所経由）

地⽅環境事務所 担当区域

詳細は環境省ホームページ等を参照



⽂化財保護法（⽂化庁）

国指定の天然記念物・特別天然記念物の現
状変更（捕獲）は⽂化庁⻑官の許可が必要

市町村の教育委員会へ問い合わせ

※天然記念物である植⽣や区域内への「⽴ち⼊り」も
許可が必要な場合がある

次に・・・
捕獲対象種や調査場所が
「天然記念物」でないかの
確認が必要です

http://www.kyoto-up.org/archives/2575



北海道 オオミズナギドリ繁殖地
北海道 ⼤⿊島海⿃繁殖地
北海道 天売島海⿃繁殖地
⻘森 蕪島ウミネコ繁殖地
⻘森 ⼩湊のハクチョウおよびその渡来地
岩⼿ 三貫島オオミズナギドリ及ヒメクロウミツバメ繁殖地
岩⼿ 椿島ウミネコ繁殖地
岩⼿ ⽇出島クロコシジロウミツバメ繁殖地
岩⼿・宮城 イヌワシ繁殖地
宮城 伊⾖沼・内沼の⿃類およびその⽣息地
宮城 陸前江ノ島のウミネコおよびウトウ繁殖地
⼭形 ⾶島ウミネコ繁殖地
福島 照島ウ⽣息地
福島 猪苗代湖のハクチョウおよびその渡来地
新潟 粟島のオオミズナギドリおよびウミウ繁殖地
新潟 ⽔原のハクチョウ渡来地
⼭梨 ⾝延町ブッポウソウ繁殖地
⻑野 三岳のブッポウソウ繁殖地
⻑野 ⼗三崖のチョウゲンボウ繁殖地
岐⾩ 洲原神社ブッポウソウ繁殖地
愛知 鵜の⼭ウ繁殖地
京都・滋賀 ⽐叡⼭⿃類繁殖地
京都 オオミズナギドリ繁殖地
島根 沖島オオミズナギドリ繁殖地
島根 経島ウミネコ繁殖地
島根 星神島オオミズナギドリ繁殖地
広島 アビ渡来群游海⾯
⼭⼝ 壁島ウ渡来地
⼭⼝ ⼋代のツルおよびその渡来地
福岡・佐賀 カササギ⽣息地
⻑崎 御岳⿃類繁殖地
宮崎 狭野神社ブッポウソウ繁殖地
⿅児島 ⿅児島県のツルおよびその渡来地
沖縄 仲の神島海⿃繁殖地

天然記念物

特別天然記念物

⿃に関連する
天然記念物⼀覧

地
域
を
定
め
ず

アカガシラカラスバト
アカコッコ
種アカヒゲ
イイジマムシクイ
イヌワシ
シマフクロウ
オーストンオオアカゲラ
オオトラツグミ
オオワシ
オガサワラノスリ
オジロワシ
種カラスバト
カンムリウミスズメ
クマゲラ
コクガン
ヒシクイ
マガン
ヤンバルクイナ
キンバト
ルリカケス
越ヶ⾕のシラコバト
アホウドリ
カンムリワシ
コウノトリ
タンチョウ
トキ
ノグチゲラ
種メグロ
ライチョウ



外来⽣物も、⿃獣保護管理法の保護対象です
外来⽣物法（環境省）
野外で捕獲された特定外来⽣物（カナダガン・ガ
ビチョウ類・ソウシチョウ）を再放⿃することは
禁⽌されていない

各都道府県条例などによる捕獲禁⽌の指定

捕獲を禁⽌する種を、各⾃治体が独⾃に定めている
場合があります

各⾃治体が指定した種/天然記念物は、⾃治体か
らの捕獲/現状変更許可が必要



調査連絡が必要なその他の機関
⼟地の所有者
⼟地の管理者

所轄の派出所・交番
環境省地⽅環境事務所
都道府県⿃獣担当課
地域の⿃獣保護員
地域の野⿃の会など…

捕獲調査にご理解をいただき、トラブルを防⽌す
るために、関係者への相談・連絡は⽋かせません

⿃を捕まえてい
る⼈がいる。
密猟者では︕︖

不審者が
侵⼊した︕

勝⼿に⽊を
切られてし
まった︕

カラーリングを
付けた⿃を⾒か
けたが︖︖



傷病⿃・死亡⿃の取り扱い

捕獲許可あり（その他の種）

捕獲許可なし

傷病⿃︓許可証が失効する⽇から30⽇間は保護飼育可
さらに⽇数を要する場合は、居住している都道
府県知事の許可が必要

死亡⿃︓許可証返納時に死亡要因等の添書と共に報告

傷病⿃︓都道府県担当部局に連絡→指定施設へ
死亡⿃︓希少⿃獣・国内希少野⽣動植物種は管轄の地⽅

環境事務所に連絡。その他の種で⾜環等が付い
ていれば⼭階へ・なければ⼭階/博物館等へ

捕獲許可あり（希少⿃獣・国内希少野⽣動植物種）
すぐに許可をもらった地⽅環境事務所に連絡



許可申請の⼼得
法律が改正されたり、申請内容・申請先に
よって対応が変わる場合があります

複数の法律による指定を受けている場合があ
るので、１つ１つ確認しましょう

許可が下りるまでには時間がかかる
（書類提出後約2ヶ⽉）ので

余裕を持って申請の準備をしましょう

関係すると思われる機関には、
必ず「申請前」に問い合わせましょう



調査中は・・・

・捕獲許可証（従事者証）を携帯し
求められた場合は提⽰する
・⿃獣保護管理法の許可による調査
では猟具に標識をつける
・天然記念物は、調査の開始/終了時に連絡

調査が終わっても気を抜かない︕

・捕獲許可証（従事者証）は捕獲報告を添えて
早め（遅くとも失効後30⽇以内）に返納する
・天然記念物は、速やかに現状変更終了報告を
提出する



カラー標識
発信機・ロガー等

⽬⽴つ処理を⾏う場合

発⾒者からの
問い合わせに対応するため
⾊や番号の情報を

研究所までお知らせ下さい

⼭階⿃類研究所からのお願いです

ホームページを開設して、URLを
ご連絡いただくのがおすすめです


